
問合せ　障がい福祉課障がい福祉担当（内線2617）

手話通訳Ⅰ課程
手話通訳者養成講習会を開催

日　時　４月11日～12月19日の毎週木曜日
　　　　９時45分～11時45分（全36回）
場　所　総合福祉センター
対　象　18歳以上の市内在住・在勤・在学（令和６年

３月31日時点）の方で次のいずれかに該当する
方
①基礎課程手話講習会修了後に聴覚障害者福
祉に関する活動に１年以上携わっている　②基礎
課程手話講習会を修了していないが、同程度
の技能及び活動歴を有している　※②に該当
する方は３月14日㈭10時に面接を実施

定　員　30人
費　用　5,060円（教材費・初日に集金）
申込み　３月８日㈮までに障がい福祉課・両支所福祉グ

ループに備えの申込書（市HPにもあります）に
必要事項を記入し、持参又は郵送で障がい福祉
課（〒365-8601中央1－1）

手話通訳者認定試験を実施

第２回

問合せ　障がい福祉課障がい福祉担当（内線2617）

日　時　3月24日㈰ ９時30分～
場　所　総合福祉センター
対　象　市内在住・在勤で手話通訳者全国統一試験を

合格した方
内　容　面接
費　用　無料
申込み　３月８日㈮までに障がい福祉課・両支所福祉グ

ループに備えの申込書（市HPにもあります）に
必要事項を記入し、持参又は郵送で障がい福祉課

（〒365-8601中央1－1）

左手の甲に右手を垂直にのせて上にあげ、頭はおじ
ぎするように軽く下げます。

ありがとう

➡

市では「鴻巣市手話言語条例」に基づき、互いに人格
と個性を尊重し、支え合い、誰もが暮らしやすい共生社会
の実現を目指しています。

広報１月号から始まったこのコーナーでは、３回に分けて
基本的な手話を紹介します。

「手話」は、表情や口の動き、うなずき、
体の動きなどを組み合わせます。表情も
取り入れながら、恥ずかしがらず「手話」
を使ってみましょう。

問合せ　障がい福祉課障がい福祉担当（内線2617・FAX541-1328）

立てた右手２指 ( 人さし指と中指 ) を重ね、
前方から額の中央へ当てます。

こんにちは

13 2024.２


